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今日のお話し
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●愛玩動物看護師になるための学び

●実際の教育内容例

（愛護・適正飼養学を学ぶ意義）
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アニマルサイエンス学科動物看護福祉コース
授業・実習・附属動物病院での診療・研究

専門：法獣医学、災害獣医学
人獣共通感染症、臨床獣医学など

まずは自己紹介



大阪府和泉市で２５年以上診療

１０年以上、臨床獣医学の授業を担当
動物看護師統一認定機構の設立や運営
に携わる

まずは自己紹介



愛玩動物看護師制度とのかかわり

統一認定試験実施
髙位平準化カリキュラム策定

動物看護師統一認定機構

国家試験
（一財）動物看護師統一認定機構

愛玩動物看護師カリキュラム等検討会
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国家資格に至るまでの経緯 動物看護師制度の検討

1989年：日本獣医師会で検討

2000年代：動物看護師が診療現場で存在感

2010年：宮崎県で口蹄疫まん延 獣医師以外の動物専門職
の必要性が認識される

農林水産省が10年ごとに策定する
「獣医療を提供する体制の整備を図るための基本方針」
への盛り込み

2019年：愛玩動物看護師法成立

長い経緯がある

2011年：動物看護師統一認定機構設立 認定動物看護師制度
教育の高位平準化と全国一斉統一試験の実施

認定動物看護師登録：2万人以上＋獣医療基本方針の見直
国家資格化への動き
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AHT

獣医療補助者

認定動物看護師

愛玩動物看護師

主として獣医療現場での活躍



農林水産省
獣医療
安全な食糧供給

獣医師 愛玩動物看護師

農林水産省 獣医療
環境省 適正飼養

人と動物の共生
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農林水産省 環境省

獣医療 動物取扱業

愛玩動物看護師



農林水産省 環境省

適正飼養
獣医療
衛生管理

愛玩動物看護師



動物愛護及び管理に関する法律

第２条（基本原則）

動物が命あるものであることにかんがみ、何人も、動物をみ
だりに殺し、傷つけ、又は苦しめることのないようにするの
みでなく、人と動物の共生に配慮しつつ、その習性を考慮し
て適正に取り扱うようにしなければならない

何人も、動物を取り扱う場合には、その飼養又は保管の目的
の達成に支障を及ぼさない範囲で、適切な給餌及び給水、必
要な健康の管理並びにその動物の種類、習性等を考慮した飼
養又は保管を行うための環境の確保を行わなければならない

適正飼養とは



愛玩動物の愛護・適正飼養分野の業務

・ 動物取扱業者への指導監督や飼い主対応を行う動物愛護管理担当職員

・ 人と動物の共生に必要な基本的なしつけ等の支援

・ 動物のライフステージに合わせた適正な栄養管理に関する支援

・ 動物に対する日常の手入れ、グルーミング等及び高齢動物に対する
安全な生活環境の提供に資する支援

・ 動物介在教育(AAE)、動物介在活動(AAA)及び動物介在療法（AAT）
   における技術提供及び指導

・ 動物飼養の困難者(高齢者)等に対する飼育支援、技術提供等

・ 災害発生時における被災動物の適正飼養や保管・管理のための技術的支援

動物の飼養管理指導・支援業務

環境省の主務する分野

愛玩動物看護師資格の大きな特徴

愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書



１．基礎動物学

生命倫理・動物福祉
動物形態機能学
動物繁殖学
動物行動学
動物栄養学
比較動物学
動物看護関連法規
動物愛護・適正飼養関連法規

２．基礎動物看護学

動物看護学概論
動物病理学
動物薬理学
動物感染症学
公衆衛生学

３．臨床動物看護学

動物内科看護学
動物外科看護学
動物臨床看護学総論
動物臨床看護学各論
動物臨床検査学
動物医療コミュニケーション

４．愛護・適正飼養学

愛玩動物学
人と動物の関係学
適正飼養指導論
動物生活環境学
ペット関連産業概論

５．実習

動物形態機能学実習
動物内科看護学実習
動物臨床検査学実習
動物外科看護学実習
臨床看護学実習
動物愛護・適正飼養実習
動物看護総合実習

愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書

愛玩動物看護師になるための学び－履修科目－



環境省農林水産省

愛護適正飼養学
基礎動物学

基礎動物看護学

臨床動物看護学

獣医療 地域・社会

愛玩動物看護師



環境省農林水産省

愛護適正飼養学
基礎動物学

基礎動物看護学

臨床動物看護学

愛玩動物

多くの動物種
（愛護動物）

愛玩動物看護師
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愛玩動物看護師になるための学び－履修科目－



適正飼養指導論

愛玩動物の効用や飼養目的等を理解した上で以下の
「到達目標」の内容を理解する

１. 愛玩動物の飼養

２. 適正飼養の推進

３．災害危機管理と支援

４．動物愛護管理行政

適正飼養とは？

動物が関連する社会問題

同行避難の意義と災害支援

動物愛護管理行政の役割

愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書

愛玩動物看護師になるための学び－愛護適正飼養学－



動物生活環境学

動物の行動様式を理解した上で、以下の「到達目標」
の内容を通じて
人とペットとの共生のための生活環境のあり方
を理解する。
１．飼養環境整備

２．ペットツーリズム関連施設、ドッグラン

３．保護収容施設

４．ペットへの教育・訓練施設

５．動物介在教育施設

６．ペット飼育のマナー・事故やケガ等のリスクへの対応

愛玩動物看護師になるための学び－愛護適正飼養学－

愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書



ペット関連産業概論

ペット関連産業に従事する者としての職業倫理・行動
倫理を理解するとともに、ペット飼養のニーズや形態、
ペット関連産業を構成する業種の概要、動物取扱業に
おける動物取扱責任者としての実践的知識や手法を学
ぶ。

１．ペット関連産業における職業倫理（行動倫理を含む）

２．ペットの飼養実態と市場規模

３．各ペット関連産業の現状と課題

４．動物取扱業

愛玩動物看護師になるための学び－愛護適正飼養学－

愛玩動物看護師カリキュラム等検討会報告書



・動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年間以上の飼養に従事した経験

▶　知識（以下のいずれか）

・公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、第一種動物取扱業
  の種別に係わる知識及び技術を習得していることの証明

●　必要な経験と知識を有する者

▶　必要な経験（以下のいずれか）

●　獣医師又は愛玩動物看護師の資格取得者

動物取扱責任者の選任要件

第22条
第一種動物取扱業者は、事業所ごとに、環境省令で定めるところにより、当該事業
所に係る業務を適正に実施するため、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有
する者のうちから、動物取扱責任者を選任しなければならない

十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者（以下のいずれか）

・第一種動物取扱業の種別に係わる半年間以上の実務経験

・第一種動物取扱業の種別に係わる知識及び技術について1年間以上教育する学校
  等を卒業

動物取扱責任者

愛玩動物看護師になるための学び－愛護適正飼養学－



・しつけや栄養管理に関する指導

・購入希望者に対する動物の特徴や
適切な飼養方法等についての説明

・飼養管理基準の遵守指導

第一種動物取扱業で指導的な役割

動物取扱責任者

事業所ごとに配置する必要性

愛玩動物看護師になるための学び－愛護適正飼養学－



適正飼養指導論

適正飼養とは・動物愛護管理行政
指導や支援の必要性（不適正飼養、多頭飼育、災害時）

動物生活環境学 ペット関連産業論

犬・猫の適正な飼養
ペットツーリズム
災害時の飼養
保護救護施設
動物介在教育
しつけ・マナー

動物取扱業の倫理
動物取扱責任者
関連産業への理解

愛玩動物看護師
として必要な知識

社会 企業
業界

啓発・指導 行政

愛玩動物看護師になるための学び－愛護適正飼養学－



愛護適正飼養分野各科目

動物愛護管理法の目的・理念
動物の適正飼養管理と共生社会の実現

人と動物を結びつけ、共に幸せにする仕事

愛玩動物看護師

人と動物がかかわる多くの業種で活躍できる

愛玩動物看護師になるための学び－愛護適正飼養学－



動物取扱業
・動物の適正な取り扱い
・適正飼養指導
・教育や研究

などなど

水族館

動物園

動物販売業等

愛玩動物看護師になるための学び 活躍の場



実験動物施設
・実験や実験補助、研究
・動物の適正な取り扱い
・動物福祉への配慮
・健康管理
・臨床検査

などなど

愛玩動物看護師になるための学び 活躍の場



ペットツーリズム
・適正飼養指導
・健康管理
・衛生管理 などなど

エアラインフェリー・クルーズ船

ペット可の宿泊施設

愛玩動物看護師になるための学び 活躍の場



・研究開発
・顧客サービス対応
・適正飼養指導
・衛生管理 などなど

ペット関連産業

ペット可のマンション

フードメーカー
ペット葬祭

ペット用品メーカー 関連サービス

ペット保険

愛玩動物看護師になるための学び 活躍の場
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帝京科学大学千住キャンパス
動物看護福祉コース

実際の教育内容例



1年生

●生命倫理・動物福祉学

●愛玩動物学

●産業動物と展示動物の基礎

実際の教育内容例



２年生

●実験動物学

●動物行動学

●人と動物の関係学 ●動物介在教育学

●ペット関連産業概論

●動物福祉関連法規

●適正飼養指導論

実際の教育内容例



３年生

●公衆衛生学
●ペット飼育の心理学
●アドバンスト実習

●遺伝繁殖学
●動物栄養学Ⅱ
●動物福祉の
評価と実践

●動物生活環境学
●動物福祉活動論
●動物福祉実習

実際の教育内容例



帝京科学大学千住キャンパス
動物看護科学コース（新設）

実際の教育内容例



愛玩動物看護師

One Health One Welfare
を実践する新しい国家資格

獣医療 動物福祉・愛護

農林水産省 環境省

様々な人と動物にかかわる専門職



ご清聴ありがとうございました
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